
交通安全対策基本法（抄） 
昭和 45 年 6 月 1 日 

法 律 110 号 
 (目的) 
第 1 条 この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両

の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必

要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めること

により、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを

目的とする。 
 

(市町村交通安全対策会議) 
第 18 条 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例で定めるとこ

ろにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。  
２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通安全対策会議

を置くことができる。  
３ 市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対策会議の組織及び所掌事務の

例に準じて、市町村の条例（前項の規定により置かれる市町村交通安全対策会議にあつては、規約）

で定める。 
 

(市町村交通安全計画等) 
第 26 条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成する

よう努めるものとする。  
２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画を作成し

ようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行

機関の意見を聴かなければならない。  
３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  
 一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱  
 二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項  
４ 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施

策に関する計画（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作成するよう努めるものとする。この

場合において、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはな

らない。  
５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速やかに、

その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければなら

ない。  
６ 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、これを都

道府県知事に報告しなければならない。  
７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交通安全実施

計画の変更について準用する。 
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